
令和7年度
奨学生募集要項

奨学金を希望する生徒へ
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当財団では、向上心に富む有能な生徒に対して奨学金を貸し

出すことにより沖縄県の教育、文化及び産業発展の助けとなる

有能な人材を育成することを目的としています。

奨学金は、あなた自身に貸し出すもので、あなたが借りた奨

学金は、卒業後にあなた自身が返還することになります。あな

たの返還金は再び後輩の奨学金として貸し出すことになってい

ます。

奨学金を希望する生徒は、奨学金の申込み資格・返還方法等

を十分理解したうえで申し込んでください。
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奨学金の種類

高校生を対象とする奨学金は、「高校育英貸与奨学金」、「修学支援奨学金」及び「高等学校奨学金」
の3種類があります。

1 ゛'校育英貸与奨学金(今年度の採用枠:630名程度)
学業・人物ともに優れた生徒で、経済的理由により修学困難な生徒が対象です。家計と学力の基準があ

ります

2 高等学校奨学金(今年度の採用枠:19名程度)
勉学意欲がありながら、経済的理由により修学困難な生徒が対象です。学力基準はありませんが、家計

基準(生活保護基準に準ずる程度に困窮)があります 1の高校育一貸与将学金と比べて、採用枠が小さ
いです

修学支援奨学金(今年度の採用枠:350名程度)
学業・人物ともに優れた生徒で、経済的理由により修学困難な生徒が対象です家計と学力の基準があ

ります。

借りられる金額及び選択と振込方法

(1)金額

自宅通学 18,0 0 0円 3 0,0 0 0円高校育英貸与奨学金/ ,

高等字校奨手金嗣額御D 自宅外雨丹 23,000円 35,。。。円

修学支援奨学金 220,000円

※「自宅外」は、実際に自宅以外から通学している人と特別な事情がある人で、自宅外の月額を希望す
る人になります。詳しい内容は、学校に相談してください。

※修学支援奨学金は、学校生活で生じる費用(入学準備費用(学習端末購入費)、資格取得費用、部活

費用及び修学旅行費用並びに大学等受験準備費用等)に使用可能な奨学金です

(2)奨学金の選択

高校育英貸与奨学金明額制)及び修学支援奨学金は、いずれか又は両方を選択することができます

高等学校奨学金は、単一の選択となります

(3)振込方法

奨学金は無利息、です。借りることができる月客凱よ上表のとおりです

奨学金の振込は、年3回の振込予定日に奨学生名義の預金口座へ振り込みます。ただし、修学支援

奨学金種別 国公"

奨学金は一括振込となります。

採用の種類とし出しの期間

☆定期採用:4月に募集します。
貸与期間は、原則として令和7年4月から卒業するまでの標準修業年限です。
ただし、修学支援奨学金は標準修業年限を通じて1回限りの一括貸付奨学金です。
※標準修業年限とは、学校の教育課程において定められる標準的な教育の期間です
伊上高等学校の普通科は、 3年間など。

☆追加採用:9月に募集します(定期採用で今年度の採用枠を満たした場合、募集はありませんので、
財団又は学校へ問い合わせてください。)貸与期間などは、定期採用を参考にしてください。

☆緊急採用:家計の急変のため、緊急に奨学金を必要とする場合は、緊急採用として応募することができ
ます。緊急採用は、いつでも受け付けています。(ただし、定期採用及び追加採用募集期間
を除く。また、予算の運営上、翌年度の採用になる場合や募集を打ち切ることがあります。)
詳しくは、 P.7を参照の上、学校に相談してください
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申込資格等

奨学金の種類

要件

学支援奨学金高校英与奨学金

父又は母が沖縄県内に住所を有していること

高等学校
中等教育学校の後期課程
特に認められた専攻科
専修学校高等課程(標準修業年限が2年以上)

学校

学年

学力

1年生→中学校等の成績が3.0以上
2年生以上→高校等の成績が3.0以上
※成績平均値が 2.フ~ 2.9 の生徒であって
も、条件によって申込みできる場合があります。
担当の先生へご相談ください。

本人の属する世帯内で、家計支持者のそれぞれの
収入額から所得を算出し、その合計金額から規定
で定められた控除額を差し引いた金額が、当財団
の定める収入基準額を下回ること

家計

人物

定期採用

等学校奨学金

本人が沖縄県内に住所を有すること。

※収入のめやすについては、 P.3の「1高校育英貸
与奨学金」をご覧ください。

沖縄県内の高等学校
沖縄県内の中等教育学校の後期課程

全学年

追加採用

緊急採用

勉学意欲があり、学業を確実に修了できる見込が
ある者

(注1)既に高等学校奨学金明額制)の奨学生であっても、現時点で高校育英貸与奨学生の採用基準
(学力・家計)を満たす者は、修学支援奨学金の申込を行うことができます。

(注2)申込資格の「特に認められた専攻科」とは、看護科、衛生看護科、介護福祉科、自動車工学科、
自動車科、建築科、工業化学科、水産高等学校の専攻科及び特別支援学校の専攻科に在学する
生徒です。

(注3)下記の者は申込資格がないので注意してください。
1 高等学校等における標準修業年限分の奨学金を借りた者(貸与可能な期間が残っている場

合は、奨学金の申込みをすることができます。)
2 地方公共団体又は民間育英団体等から奨学金を借りている者。併願した者は、当財団の奨

学生に採用された時点で、どちらか選択して頂くことになります。

【併した合の注意項】
(当財団を択する合)

他団体を辞退し、当財団と重複する期間の奨学金を他団体へ返戻する必要があります。
辞退後に、辞退が確認できる証明書(採用取消願又は異動願の写し等)、重複期間の返戻が
確認できる証明書(払込金受取書の写し)等の提出が必要です。

(当財団を辞退する合)
当財団へ辞退届を提出し、振込済みの奨学金がある場合は一括返戻が必要です。

(注4)高校育英貸与奨学金にっいては、学力・家計基準にあてはまらない場合でも、申し込むことが
できる場合があります詳しい内容は、学校に相談してください。

(注5)奨学金に応募するには、連棚呆証人が必要です。連棚呆証人は、父又は母。父母がいない場合は、
成年者のきょうだい又は未成年者後見人等です。また、親権をもつ者の同意も必要です。

勉学意欲があり、奨学生としてふさわしい生徒であること。

下記のいずれかに該当する者
0市町村から生活保護を受けている世帯の者
0市町村民税から非課税とされている世帯の者
0市町村民税が減免されている世帯の者
0本人の属する世帯で、就学者を除く18歳以上
の者の全収入が財団の定める基準内である世帯の
者

※収入のめやすについては、 P.3の「2高等学校
奨学金」をご覧ください。

X X

0
 
0

申
込
資
格

0
 
0

採
用
基
準

0
 
0
 
0

申
込
方
法



採用されると「誓約書.奨学金借用証書」を提出することになりますが、連帯保証人とは別に
「保証人」が必要となります。保証人は、本人かっ連帯保証人とは別生計を立てている父母以

外の成年者縞散昏後の実父母も不可)で、申込時の貸与終了予定月において65歳以下の有職
者になります。

外国籍の方は上記の申込資格以外に別途条件がありますので、学校に相談してください(注 6 )

収入の『めやす』

1 官校育英貸与奨学金

収入の『めやす』

自宅

自宅外

自宅

自宅外

(国公立:自宅 19 万/自宅外 41万、私立:自宅 33 万/自宅外 54万)
本人、父、母(無職無収入)、中学生の弟妹1人
本人、父、母(無職無収入)、中学生の弟妹1人、小学生1人

給与所得の場合

(収入金額・税込み)

5人世帯4人世帯

フフ7万円737万円

809万円769万円

797万円757万円

827万円787万円

本人控除

4人世帯

5人世帯

この金額以上でも、家庭の事によっては応
目があれぱ学校に相談してください。

2 等学校奨学金

収入の『めやす』

給与所得以外の場合

(収入金額必要経費)

5人世帯4人世帯

321万円293万円

343万円315万円

335万円307万円

356万円328万円

区分

4人世帯

5人世帯

給与所得の場合

(全収入と比較)

2級地一1 3級地一1 3級地一2

できる合があります。奨学生

生計をーにする18歳以上の者(就学者を除く)、全ての者の収入より算出しています。

4 3 2万円 3 84万円 3 6 7万円 2 9 2万円 2 5 3万円 2 3 9万円

4 74万円 42 2万円 40 3万円 3 2 5万円 2 8 3万円 2 6 8万円

2級地一1・

3級地一1

3級地一2

この金額以上でも、家庭の事によっては応募できる

する項目があれぱ学校に相談してください。

..

・那覇市

名護市・沖縄市・宜野湾市

・上記以外の市町村

給与所得以外の場合

(必、要経費控除後の金額と比較)

2級地一1 3級地一 1 3級地一2

..

..

の「控除額」に該当する項

で算出しています。

浦添市・糸満市・石垣市・うるま市・宮古島市

合があります。奨学生 の「控除額」欄に該当
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学校への提出類

1 奨学生(申込みには連帯保証人が必要です。)(9~12頁参照)

2 住民票本(本地及び続柄が記、マイナンバーが省略されているもの)

同一生計の家族全員のものが必要です。

同一生計の家族とは、家計支持者の収入で生活している者全員のことです。

※家族の住所から転出している者(単身赴任や進学など)は、本籍地及び続柄、

筆頭者が記載、マイナンバーが省略されている住民票抄本を提出してください。

3 令和6年度市町村県民税所得課税証明

(市町村が発行したもので、所得及び課税に係る全項目が記載されているもの

申込生徒と同一生の家
(父母又は父母に代わって

例1.父母が共にいる場合は、父母両方。
例2.父母のいずれか一方しかいない場合は、当該の父又は母。
例 3.父母いずれもいない場合は、父母に代わって家計を支えている者(2 人いれば2

人分)
例4.父母の収入が少なく、その他の者が家計を支えている場合は、

父母と家計を支えている者それぞれ

提出者

支持者
を支えている者。

※母子・父子世帯の場合で祖父母が同一生計の場合は、控除額の計算上、祖父母の所得課税証

明書が必要です。(詳しくは、10頁参照)

※恩際合、遺族年金及び障害年金を受給している者は、受給額が確認できる書類の写しも追加提

出してください(遺族年金・障害年金については 17頁参照)

生をーにする18 以上の者すべて(専業主

ただし就学者は提出不要

下記の区分にあたる者は、「令和6年度市町村県民税所得課税証明
ください。

業主や職者も含む。)

8 頁参照)

区

令和5年以降に
就職・転職した者

分

令和5年以降に失
業、退職した者又は

令和7年9月までの
退職予定者

4 通帳の写し
奨学金振込用の口座情報を確認しますので、預金通帳の店名、口座番号、名義人フりガナ等が記載

されているへージの写しを提出して下さい。

(注1)奨学金の振込に利用できる口座は奨学生本人名義の口座に限ります。

(注2)長期間使用していない口座を届け出る場合は、事前に御利用の金融機関にて口座利用

可否を御確認ください利用停止、解約等がされている口座には振込ができません

給与所得者以外
(自営業等)

や無職者も含む)。

給与所得者
(会社員等)

雇用保険受給資格者証の写し、ハローワークカードの写し、

退職(予定)証明、退職金(予定)額証明書等のいずれか

証明

確定申告書(控)の写し

源泉徴収票

ーー1月収証明圭

原本いずれかーつ

※給与明細書は不可

」と該当する証明を提出して

参照頁

4頁1 3 ~ 1

1 5 頁

1 6 頁

発行所

税務署

現在の勤務先

公共職業安定所
又は退職時の勤務先

修
学
支
援
奨
学
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5 その他、控除に係る証明

区分

障がい者がいる世帯

長期療養(6ケ月以上療養が必要な人)
がいる世帯
(高校育英貸与奨学金・修学支援奨学金のみ)

(所得控除を希望する

災害等の被害を受けた世帯
(高校育英貸与奨学金・修学支援奨学金のみ)

(注 1)

(注2)

(注 3 )

(注4 )

障害者手帳の写し

・直近6ケ月分の医療費等の領収害のコピー

長期療養が見込まれるが、療養開始から6ケ月経過していないときは、申
込時点の分までの医療費等の領収書のコピー及び、入院、通院証明書また

は診断(記載内容:療養期間及び通院頻度)

※特別室使用料、予防接種、光熱、差額べット代、食費や老人ホー

ムへの入居・居住、保険適用外の料、病衣料等は含みません。

ただし、保険対象外で自負担となっているおむつ代は控除対数目

です。

財団が選考上必要と判断した場合、上記以外に証明書等を求めることがあります。

緊急採用に申し込む場合は、家計急変に関する証明書なども必要です。

申込みをする場合は、学校が定めた提出期日を守ってください。

提出書類は、個人番号(マイナンバー)が記されていないものを取得したうえで提出してくださ
し、

合は提出してください。)

証明

採否決定の時期

採用・不採用の決定通知は、令和7年6月下旬頃(予定)に学校を通じて送付します。

採用の場合、「誓約書・奨学金借用証書」等を提出し、不備がなければ正式に貸与を受けることができ

ます。なお、選考の結果採用されないことがありますが、希望を失わず機会あるごとに申し込んでくださ

し、

櫂災証明書

約・奨学金借用証について

奨学生には、「奨学生採用決定通知」、「誓約書・奨学金借用証書」と「奨学生のしおり」を送付しま

す奨学生としての自覚を持ち、それに見合う生活態度で学業に励んでください。また、家計が好転し、

奨学金を必要としなくなったときは学校に申し出てください。

発行所

市町村役場
福祉事務所

※ 「誓約書・奨学金借用証書」は奨学生、連帯保証人及び保証人との連名で作成し、学校が定めた期日

までに提出してください。なお、修学支援奨学金の採用を受けたものは、別途「誓約書・奨学金借用

証書」の提出が必要になります。また、期日までに提出がないと奨学生としての採用が取り消されま

すので注意してください。(申込みの段階において「保証人」は必要ではありませんが、奨学生にな

つたら必要になりますので、事前に見通しを立ててください)

当該病院等

※約・奨学金借用証提出時、奨学生本人の戸抄本の提出が必要になります。

※連帯保証人は、父又は母。父母がいない合は成年者のきょうだい又は未成年後見人等です。

印登録証明の提出が必要になります。

※保証人は、奨学生本人かつ連帯保証人と別生計を立てている父母以外(離婚後の実父母も不可)の成年者

で、申込時の与、了予定月において65歳以下の有職者です。

※なお、奨学金の与・返還の実施に関して調査や照会が必要な合、「約・奨学金借用証」の提出に

より、当財団が在校、官公庁、金融機関等に当該調査等の回答を行うことに同したとみなします。

市町村役場
消防署

奨学金の込

奨学金の振込は、年3回に分けて(原則として 7月25日、 10月10日、 1月10日)、振込予定日に奨学

生名義の預金口座へ振り込みます。緊急採用の場合は、原則として直近の振込日に合わせて振込みます

なお、修学支援奨学金の振込は1回限りの 1酎局入にて貸与終了となります。



奨学金の継

原則として貸与期間中(毎年4月)、奨学生としての状況を確認するために「奨学金貸与継続申請書」

の提出があります。

また、在学中に成績が著しく下がったり、学校内外の規律を乱す、停学などの処分があったときは、奨

学金の交付を停止又は廃止する場合があります。

与の、了

貸与終了の際には、以下の書類の提出があります。提出方法については学校の指示にしたがってくださ
し、

1 預金口座振替依頼書

2 奨学生であった者、連帯保証人及び保証人の住民票(本籍地記載、マイナンバー省略)

3 住所・勤務先届

<返'するには>

◎預金口座振替制度に加入して返還します。

◎返還方法は、「月払しりのみとなっています。

◎返還期間は、 12年以内で返還することになります。

◎口座振替には別途振替事務手数料(1回につき110円令和7年4月現在)が発生し、返還者の負担とな

ります。振替事務手数料は、将来において法定の消費税率又は金融期間の手数料が変更された場合、増

減します。

◎残高不足により請求金額を引き落とせなかったときは、翌月の振替日に当月分と滞納分を合わせて引

き落とします。その際、振替事務手数料についても、翌月の振替日に当月分と滞納分を合わせて引き落

とします。

く返'が困なときはX1年ごとに願い出ることが必要です。また、査があります。)

◎大学などに進学して勉強を続ける場合、願い出により、在学中は返還が猶予されます。

◎卒業後に病気・災害・失業・未就職・やむを得ない理由などの事情で返還が困難になった場合にも、

願い出により返還が猶予されます。(原則 10年が限度です。)

◎死亡又は心身に障害があるため返還ができなくなったときは、願い出により、状況に応じて返還未、

額の全部又は一部の返還を免除されることがあります



その他注意事項

※記載された個人情報は、当財団の奨学金業務にのみ利用するものですなお、応募された願書等は返却

しませんので、ご承知おきください。

※この「奨学生募集要項」は、令和7年4月現在で記載してありますが、公益財団法人沖縄県国際交流・
人材育成財団奨学金貸与規程等が変更された場合は、変更後の規程が適用されますので、ご承知おきくだ
さい。

家計を支えてぃる人が、失職・破産・会社の倒産・病気・死亡又は火災・風水害などにより家計

が急変したため、緊急に奨学金の必要が生じた場合に貸与が受けられる制度です

緊急採用の理由にあてはまるときは学校に相談してください。

☆学力基準・家計基準ともに通常の採用より緩和されています。

☆募集は、年間をとおして行っています。ただし、予算の運営上、翌年度の採用になる場合や募

集を打ち切ることがあります。

☆家計が急変した原因が発生したときから、 1年以内である場合に申し込むことができます

☆貸与の開始は、緊急採用の理由が発生した月まで遡れます。(ただし、令和7年4月が限度で

す。)

☆貸与の終期は、原則として採用年度末(令和 8年3月)までですが、採用年度末
においても家計急変の理由が継続しているとき、延長願の願い出が適当と認めら
れた場合は、貸し出しを延長(令和 9年3月まで)します。

☆申込資格、貸与月額などは、通常の定期採用奨学金と同じです。提出書類については、通常の

定期採用奨学金のものに加え、家計急変に関する証明書も提出してください。

~緊急採用による奨学金制度とは~

※緊急採用

なります

で採用された時も、定期採用と同様に連帯保証人及び保証人が必要と
詳しくは、【誓約書・奨学金借用証書について】(P.5)をご覧くださ



資料編

1.市県民税所得課税証明の確認事項

四、、
令和△年度(令和 0年分)市県民税所得課税証明書

住所

氏瑠

宜野湾市伊佐3丁目4番1号 3階

人材~

3

総所得金額

¥3.521,600

配偶岩控除等

総ム

合計所得金額

¥3.521 600

課税標準額

一般

¥1 575,000

扶養人数内訳

内)障害
一特老同 16

未障障居

給与収入

給与所得

巣以下空白

皿■■■■■■■

収入・所得の内訳

総所得金額等

¥3 521 600

分

判,954,569 社会保険料

Y3,521,600 小規模共済

生命保険料

地震保険料

配偶者控除

扶養控除

基礎控除

控除合計

濠以下空白※

上記のとおり相遮ないことを証明します

本人該当

市民税

所得割

所得控除の内訳

¥0

¥32 300

<証明の確認事項>

均等割

生年月日

第0000000008号

1 前年分かを確認

[三]課税に係る項目が記載されてぃるか確認。

[Ξ1配偶者・扶養控除などが記載されてぃるか確認。

[Ξ]収入・所得の内訳絲合与収入、年金収入、営業所得など)が記載されてぃるか確認

¥3 500

県民税

所得割

税額控除等の内訳

¥686,066 総所得

¥96,000 算出所得割

¥70,000 羽整控除

¥3,747 住宅借入金特別控除

¥330,000 差引所得割

¥330,000 減免前均等割

¥430,000 差引均等割

¥1.945,8玲※以下空白※

昭和

¥21.500

年

均辱割

月

¥1 500

備考

年税額

日

¥58 80

2

令和△年月

沖細県宜野湾市長

注)所得課税証明書は、提出対象者別々で全項目記載のものを取得してください

市民税

¥94.500

¥94 500

¥4 50

¥57 624

¥32 300

¥3 500

¥3 500

■

県民税

¥63 000

¥63 000

¥3.000

¥38 416

¥21.500

¥1 500

¥1 500

この証明杏は瓜色の電子公印を仙用Lています

000 0 Ξ



2.願の確認事項

匝再玉刃

奨学生番号

第1号様式

R・

フりガナ

氏名

生年月日

高育

高等

令和年度奨学生願書(高校育英貸与奨学生又は高等学校奨学生)
※

氏

昭和

>く高等学校奨学生〔(18)、(19)の計〕

学校名

育成高等県立
^^科 1年

入学令和年4 ヨ卒業予定

、ノ

ι^

材
00年

申込種別

下記NO.1~3の貸与希望項目に0印を付けてください。
'、ヒ ナ、{N0 1 と NO.3 のい 口

(ニ) N01 高校育英貸与奨学金絹額制)
N02 高等学校奨学金綱額制)

NO.3 修学支援奨学金(一括貸付)(修業年限を通じて1回限りの貸付

名

00月

太
本人現住所

(実際に居住

す

イヒ子
00日生

〒(901-2221 )

受付番号

家族の住所

゛」、"ー

2

沖縄県宜野湾市伊佐3.4-13F

(満00歳)

1 -2

沖縄県宜野,

鬮男@

1組

令和口

.

NO

・:全日制

疋、リ

U0で囲む)

続柄

世帯人員(本人含む

(高校在学・緊急.・1)

221 )

佐3.4.1

氏名 年令

リガナ}ジンザイカズオ
45

人材一夫
リガナ}ジンザイナツコ

42
人材夏子

22人材松子

人材桜子 21

人材梅子 3

0一人で2種類以上の所得があ

氏名 年令

通信制

3 月年

火災・風水害等の被害を受け2年以上にわたり箸しく困窮状態におかれる世帯(支出増収入減額)

※奨学生の現住所を記入

写真

}'3母子・父子世帯(世帯18歳未満の子及び60歳以上で経済力のない祖父母の世帯等)

4 Cm X 3 Cm

写真夏にボールペ

ンで学校名と名前

を記入して下さい。

3F

続柄

校

電話番号.( 098) 000

)なし携帯電話:(

☆電語岳号がない場合は、「なし」と記入ください.

電話番号.( 098) 000 000

携帯電話'( 098 ) △△△ △△△

☆挺話岳号がない場合は、「なし」と記入ください.

>!{百 収入売上(税込) 所栂金額又は

金額(万円) 課税前所掘

苓b障がいのある人(身体障害者程度等紐表1紐、 2級及ぴ3級の者)

所得の種類

給与

その他

無職

各種学校(予備校 同居別居

保育園 同居・別居

場合は、二段に分け記入する。

学校名

私立育成大学

公立育成中学校

棄高校育英貸与奨学生

人材

高

(23)

人材育成財団

太郎

y,宜

1本人の就学者控除(国公立自宅19万円/自宅外41万円、私立自宅33万円/自宅外54万円)

a 0で囲む)

同居別居

同居別居

同居別居

認定所得金額

公益財団法人沖縄県国際交流

学年

2

3

国

財団認定欄

母子・父子世帯(世帯18歳朱満の子及び60歳以上で経済力のない祖父母の世帯等)(一律49万円)

,斤1

U

■宅(亘三沙

亜玉>
自宅

自宅

自宅

障がいのある人がいる世帯(身体障害者手帳の写し、医師等の証明将の提示できる者)(一人につき9

長期に療養を必要とする人(6か月以上の療妥が必要な人)がいる世帯(療妥のため経常的に支出をしている

院、通院証明包又は診断誓(記戯内客'療養期問及び通院頻度)と皿近6か月分の医療費等の領収虫写しの提

主たる家計支持者が別居している世幣(一律71万円)

〔(フ)~a刀の計〕

校
認
定
欄
は
、
学
校
担
当
者
が

申
込
者
は
「
廠

を
参
照
し

〒

内
を
記
入
す
る
こ

父
母
姉
姉
妹

就
学
者
を
除
く
家
族

生
計
を
一
に
す
る
家
族
の
状
況

の
箇
所
は
該
当
す
る
も
の
を
0
で
囲
む

」
と
 
0

兄
弟

本
人
を
除
く
就
学
者

育
英
貨
与
奨
学

=
除
額
(
 
7
 
)

控
除
額

学
生

(
 
2
 
0
 
)

の
記
入
例

0
⇔



<の確認事項>

[1]希望する奨学金の申込種別に0印を記入してください。
・評定平均値2.7以上の方は、 NO.1高校貸与奨学金綱額制)又はNO.3修学支援奨学金(一括貸

付)を単独貸与、または併用貸与を選択できます

・評定平均値2.6以下の方は、学力基準のないNO.2高等学校奨学金(月額制)を選択できます。

[ヨ同一生計の家族とは、家計支持者の収入で生活してぃる者全員のことです。
単身赴任・県外での就学・扶養している祖父母等で別居していても、家計支持者の収入で生活

している者は同一生計です。一方、同居している場合でも、住民票謄本で記載されていない祖

父母は別世帯と見なすことも可能です
提出書頚事倒 イメーフ図

0
イ 本人世帝の住民票謄本

「系ス罷;罷靭

別居の祖父母を扶養して 住民票語本本人世

0
ウ の性民本祖父母世合いる

応訂戸0., 別々 本人世帝の住民票.本

同居している祖父母が

"1
局居{よしているが、いて、住民票登録力ξ工
住民豊創ま別々.別々の場合

本人世帯の住民ホ謄本
祖父母の住民票盛本生活費等同一

[ヨ所得の種類は、給与、商業・工業・農業・林業・水産業、その他、無職の区分で、該当するも

ア
本人の世帯から転出した者

合がいて、同一生計の

[ヨ母子・父子世帯にっいて

本人の世帯から転出した者
がいて、別生計の場合

母子・父子世帯の場合で祖父母が同一生計(上記のウ、エ)の場合は、控除額の計算上、祖父
母の所得課税証明書が必、要です。

[ヨ特別控除にかかる証明書類(所得控除を希望する場合に提出する)
NO.2 高等学校奨学金(月額制)を希望している場合、特別控除の対象は
「A障がい者がいる世帯(身体障害)」となっています。

証明区分

A障がい者がいる世帯

本人の属する世帝

長期療養(6ケ月以上療が必要な人)
B がいる世帯

校英与奨学金・修学支援奨学金のみ)

本人世帯の住民票本
転出者の住民票抄本

「斈ス孤〒罷靭

当該病院等

市町村役場

消防署
C".ゞ"ニ、{櫂災証明

障害者手帳の写し

直近6ケ月分の医療費等の領収のコヒー
長期療養が見込まれるが、療開始から6ケ月経過していないときは、申

込時点の分までの医療費等の領収のコピー及び、入院、通院証明また
は診断(記内容:療期間及び通院頻度)

※特別室使用料、予防接、光熱、差額べット代、食や老人ホー
ムへの入居・居住、保険適用外の文料、病衣料等は含みません。

ただし、保険対外で自負担となっているおむつ代は控除対目
です。

のを記入してください。

・給与所得・・・俸給・給料・賃金・役員報酬・年金・恩給・賞与・専従者給与などの収入。

・その他・・・フリーランス、保険外交員、税理士等よって得ている収入、利子・配当・家賃・

賃間代・地代・内職収入などの収入。

※就学者を除く家族の場合、無職(専業主婦・求職活動中)、各種学校(予備校)、保育園な
どを記入してください

き任の父
大学靭二馴ーナニきょう仇哨

発行所

市町村役場

福祉事務所

「え一薪罷^

X
厄颪Z^1



「扇再匝刃

て・の 、ー目

ア.家計支持者が会社の倒産等により解雇又は早期退職イ.家計支持者が死亡又は別離

ウ.家計支持者が破産工病気、事故、会社倒産、営業不振等により著しく支出が増大又は収入が減少

オ.火災、水害、震災等により著しく支出が増大又は収入が減少

2.理由が生じた年月

3 希望する貸与始期

、こ月まで遡ることができる。ただし、令和6年4月が限度)(家計急変の

口いいえ生活保護を受給していますか? 口はい

のとおり記載事項に相違はありません。貴財団の奨学生として採用していただきたくぉ願いしま

・ 3

同、

生徒は、貴財団の奨学生と

年 月

,益財団法人沖縄県国際交流

学校名

学校長氏名

(注)学習成綾の評定については文記

述が可能な場合はそれに従ウてよい。

定※中

口有り口無し

令和△年0ヨロヨ
公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団理事長

本人 氏名

ジンザイ

①人材一夫
(本人と別の印を使用してくださいー)

現住所〒( 000 -0000 ) 098 ) 000000電話番号

合、※単身赴任の
宮古島市00町0番0号 098 )携帯電話 △△△△△△赴任先の居住住所を

育英アパート301号室 記入
☆電話番号がない場合は、「なし』と記入ください。

部署総務課職種事務{株}000印刷勤務先名 電話番号:( 098 )ロロロロロ

注意1 連帯保証人」は、父又は母。父母がいない場合は、成年者のきょうだい又は未成年後見人等を選ぶこと。

注意2 奨学生として採用されたら、連帯保証人とは別に「保証人」(奨学生かつ連帯保証人と別生計を立ててい

)が必要になります。に'いて6 5 η少の.る父母以外の成年者で、の

フりカナ

名

奨学生適格認定報告(奨学金貸与継続申請該当者名簿)の登載実績

殿

人材

習成績

定

して人物、健康が推薦基準に合致していると認め、推薦します。

日

・人材育成財団理事長殿

■

・ 5

通学区分の学校認定

U 0で囲むこと)

※自宅通学

自宅外通学

優れている ・4

努力がいる 2

和

55

平成(←0で囲む)

年5月10B生

物

④

生徒の人柄、生活環境、学校での活動など

特に優れている

適している

かなり努力がいる

所見記入者氏名

評

U0で囲むこと)

1

続
柄

月
月

《
一

(
、

年
年

緊
急
採
用
の
場
合

連
帯
保
証
人

こ
〔

佃
校
校

で
学
校

0
中

高
の
値

)階
均

段

〔校高

(
(

〕
〕



<願の確認事項>

国から回は、■込者世帯が記入する箇所です。

[ヨ「奨学金貸与を希望する理由」 、

7 生活保護の受給にっいて、図印してください。
図はいの場合、生活保護の実施機関(福祉事務所等)に奨学金貸与の事前承認を受けてくださ

= 1-....^マ

い。生活保護の実施機関に奨学金貸与の事前承認を受けず、奨学金を借り受けてしまうと、後
に収入と認定され生活保護費の返還を求められる場合があります。

作成日付を記入し、本人氏名印鑑を押印してください

連帯保証人について

原則、連帯保証人は父または母です。
父母がいない場合は、成年者のきょうだい又は未成年後見人が記入してください

[!ヨ学校奨学金担当者が記入する箇所です。

「奨学生としての決意と将来の夢」を記入してください。

※奨学生として採用されたら、連帯保証人とは別に「保証人」(奨学生かっ連帯保証人と別生
計を立ててぃる父母以外の成年者で、申込時の貸与終了予定月において、 65歳以下の有職
者が必要になります。

[1ヨ本人印、連帯保証人印は別々の印を朱肉を使って鮮明に押印してください

11 緊急採用を申し込む場合(高校育英貸与奨学生のみ)
1 家計急変の理由

該当する理由を選んで0を付けてください。理由が重複する場合には、それぞれ
の理由に0を付けてください。この場合、このことを証明できる書類(例えば離

職票、病気診断書など)を添付してください

理由が生じた年月

家計急変の原因となった理由が実際に発生した年月を必ず記入してください

希望する貸与始期

奨学金の貸与を開始して欲しい年月を記入してください。

回
回



3.確定申告(控)の確認事項

確定申告書(控) 自営業・漁業・業・保険外交

かけて就職・転職とした場合、

1

QIQ.^部π 年 の申告_
2・個人併舟は後写されません男唇岬゛""→

フ,点ナ

宜野"市伊佐三丁目4番1号3
氏名

3゛

中奮

2

0000

などの方が、令和5年から現在に

確定申告書(控)が必要となります。

この様式が第一表

.

閑

所得税及U

硫 荘

モの伯

孤

甚

曇

劃晶キ

国

貧

ネ助

判

配

粘与:

糸的皐金等

務8
絵

ぞの化⑨
伽^五で暗

H ) Xリ'

^で●IN母.

社会保俄料控儲

営

価号

人材

素劫付の

材●で是し,K

牢均無税対虚個

註ト 伺

岳 a:附t^

蕗朝口出

{》又駄飴ヨ裳
,.

又斧第三症の

捜除配

頁

0000

如個

@
3

随 令

@

観の田告&幽

生命保判控珠@

保陵料控鯨@
蝕0削 ヨ

学主冒岩柱稔

@扶疫

a捜除@

●から住までの計@

徐@控

@寄金踵憩
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゛所1 金訓の毎瑪が●な方は航袋^をご科用
(支きい.

(十

泉収

5-6→1

1 前年分かを確認

[Ξ1収入金額等が記入されてぃる。

[Ξ]専従者給与は第二表に記載されている。(専従者給与:ホ峅兇者と生計をーにしている配偶者
その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者が支払う給与)
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確定申告書(控) ・令和5年から現在にかけて就職・転職し、専従者給与を受給している
下記の確定申告書(控)が必要となる

令和匝口年分の鰍'加の

ロ、

野濟市伊佐三丁目4番1号3階

0 'の内訳傭偲税及び興特別所得夜の源泉微'釦

所督の窟類腫目此り0どの書払壱の名窃」吸入額
円

給与 5α000

申告、
器「1]ー「下^n

保険黙葬の桂顯

0

0紹合譲税の

所得の姪鰻

渡所得、一時所

殺入金鵡

この様式が第二表

支払保陰熊醇の計う

将例筑用

条文尊

者や
氏

源衆提収税額

0

生命保科

旧生命保哉科

新個人年金保険"

旧人年金保陰料

介医促料

"地及保

旧長期損保嚴斜

に関する'.(命~会)
a人爵号名

>:網人壽号は写t.;1

1.1】ノ、番号 t.t l'.τヌ●:,

;灼人癖号U複0)・,

1,▲.1寺号ι゛ 'ト 、弔"

辺ノ.、ゞf号{J?鴬゛、 h
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0 住民税・'命夜にする中項

強式蹟渡忙割鵡罪上桂武の非応住雪

桶酉笥論踵尋個鮭鎖少額配誹の特例

円 円円 円

煮召の島弓配偶音Ⅱ註の兵名 人
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記偶名

国 専従者給与が記載されているか確認
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円

^リ

円

嘗壷"

生年"日

器附金
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4 源泉徴収票の確認事項

源泉徴収票

1

令和5年から現在にかけて就職・転職し、会社勤めやアルバイトリくート
など方は、「源泉徴収票・年収見込証明・月収証明」のいずれかの提
出が必要。

支払

を受け

る者

<和△年分給与所得の源泉徴収票

宜野湾市伊佐3-4

2

種

給与・賞与

控除対象配偶者

の有無等
老人

従有有

1

内

3

3階

社会保険料等の金額

偶者

除

3,800,000

前職支給額:920,000 前職社会保険料:110ρ00

(特別)

の額

額

450,000

名

給与所得控除後の金額

(調整控除後)

4

(受給者番号)

(個人番号・)

(役戚名)

氏(フりガナ)

円

特定

人従人

2,600,000
除対象扶養親族

(配偶者を除く

老人

内 人従人

生命保険料の控除額

5

個人番号又は

怯人番号

住所(居所)

又は所在地

(電話

1 前年分かを確認。

[Ξ]支払金額が記載されてぃる。
[Ξ]前職支給額記載されてぃる。

1Ξ1就職した年月日が記載されてぃる
[ヨ代表印省略可。しかし手書きで源泉徴収票作成している場合は代表印が必要

乙

円

所得控除の額の合計額

50,000

本人が障害者

特

欄

の数

ジンザイ

人材

氏名又は名称

380,000

その他

人従人

宜野湾市伊佐0一△

公益財団法人)ノ」

寡

16歳朱満

扶養親族

の数

地震保険料の控除額

i'、^

円

源泉徴収税額

陬害者の数

(本人を除く。)

その他特別

人内人

70,000

尅職 月

098-942-9213

中途就・退職

円

住宅借入金算特別控除の額

退応

*

非居住者

である

親族の数

人人

,、^>ノル

年 村

してく六い。

4

円

育交沖

県
人国

憂給者生年月日

元号 年

住
所
又
は
居
所

配
控

動
労
子
生

ひ
と
親

そ
の
他

災
害
者

死
亡
退
職

外
国
人

末
成
年
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払
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5.年収見込証明・月収証明の確認事項

公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団理事長殿

・月収証明書
・年収見込証明書

2

四

支給(予定)日

令和△年3月10日

令和△年4月10日

令和△年5月11

3

令和5年以降に就職、転

職した者のみ使用

メ、 6月10日

令和△年7月10日

令和△年8月10日

令和△年9月10日

令和△年10月10日

令和△年11阿 10日

令和△年12月10日

令和口年1月10日

令和口年2月14日

計

職員氏名

種別

給与

ネ。与

給与

給与・賞与

給与

ネ,与

給与

給与

給与

給与・賞与

給与

給与

0年△月

昭和 0年△月 X 日生

人材

△日

'■、^

支給額

90,000円

130,000円

150,000円

300,000円

150,000円

巧0,000円

150,000円

150,000円

150,000円

300,000円

150,000円

150,000円

2,020,000円

上記のとおり相違ないことを証明する。

[1]職員氏名と生年月日を記入

2 支給(予定)日について

令和△年0月

会社名人材町商事
代表者人材太郎

月収証明書の場合:該当月1力月のみを記載。

年収見込証明書の場合:過去に支給した分から記入し、年収見込額を記入してもOK。または
作成月から未支給分を記入し年収見込額を作成してもよい

【:ヨ種別は、給与、賞与、一時金等を記入してください。

[ヨ代表印省略可。しかし手書きで月収・年収見込証明書作成している場合は代表印が必要
※勤務先で様式がある場合は、そちらを使用して構いません。

当財団様式を使用する場合は学校奨学金扣当者へお問い合わせください。

※支給額は租税、社会保険料等を控除する前の金額を記入してください

※種別欄は給与、賞与、時金等を記入してください

Xe

4

人ヤ',
商



6.'族年金及ぴ障害年金受給者の確認事項

金後納

郵便

頴

沖縄県宜野湾市

人材~様

1111川11111111川11111111111111"Ⅱ11

-4-1 3階

む会侠儷庁

在会俣儷美疹センター
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24

※電話による相談は、お近くの社会保険事務所をご利用ください。

年金振込通知書

令和△年△月△日

令和△年△月から令和△年△月までの各偶数月に

お支払いする年金は、次のとおり指定された金機関の預貯金口座に
振込みの手続を行うこととしましたので、お知らせします。

回

案内は内側にありますご

矢印の方向へゆっくりていねいに開いてください。

(フkに濡れている場所は、よく乾かしてから開いてください)
序

<年金振込通知の確認>

◎年金の

証

◎年金受

◎振込先

[Σ]最新の年金振込通知書かを確認。

[ヨ対象者が同一生計かを確認。

[Ξ]各偶数月に支給されるので、 6倍した金額を年額とする。

厚生年金遺族厚生類

の基礎年金番号・年金コード

名
人材~

00

◎支払予定額及び年金から特別徴収する保険料(税)額※等の金額

******* 119,316円額金

******** 9,500円介保険料額

国保保険*斗(税)額
***********Fa

長寿医療保険料額

**********0円所得税額

******* 109,816円差引支払額

※年金から特別徴収する保険料(税)額とは、介保険料額、国民健康保
険料税額及び後期高者医療保険料額(長寿医療保険料額)となりま
す。

X X X

年金

銀行・金庫・信組

支店

社会保険庁
支出官社会保険庁総務部 課

(年4回支給の年金もあ

目

重
要
書

●
年
金
振
込
通
知

差
出
人

倉



★応募について

Q1 高校育英貸与奨学金、修学支援奨学金又は高等学校奨学金のどちらで応募したらい
いのですか?

AI 評定平均値が 2.7 以上の場合、高校育英貸与奨学金、修学支援奨学金を単独又は両方応募す
ることができます。評定平均値が 2.6 以下場合、高等学校奨学金に応募できます。ただし、高
等学校奨学金を応募する場合、在学校が沖縄県内の高等学校又は沖縄県内の中等教育学校の後
期課程である必要があります

奨学金Q&A

Q2 他の奨学金(あしなが育英奨学金等)も借りたいのですが、大丈夫ですか?

A2 他の貸与型奨学金と当財団の奨学金の両方を借りることは認めてぃません。その理由は、奨
学金といえども借金であることに変わりはなく、複数の奨学金を借りると、それだけ返還時に
おける奨学生の負担が大きくなりますまた、返還が困難になって滞納してしまうと、返還金
を再び後輩の奨学金として貸しだす仕組み自体が行き詰まる恐れがあるからです。
ただし、複数の奨学金に申込みをすることは構わないので、他の団体と重複して採用された

場合は、どちらの奨学金を希望するか選んでください
なお、付型の奨学金であれぱ当財団の学金との用を認めていま

Q3 奨学金の募集は、年に1回しかないのですか?

A3 基本的に4月に定期募集、 9月に追加募集をします。定期採用者が多く今年度の採用枠を満
たした場合は、追加募集を行わない場合もありますので、学校へ問い合わせてくださいなお、
追加募集で採用された場合は、 4月から遡って 1年分の奨学金を年明けの1月に一括振込しま
す。また、緊急採用はいっでも受け付けていますので、理由に当てはまるときは学校に相談し
てください

Q4 生活保:を受けているのですが、奨学金も借りられますか?

当財団では、生活保護を受けていても奨学金の貸与を認めています。奨学金にっいては、
保護の実施機関(福祉事務所長)から事前の承認を得ることで、生活保護の収入認定から除
外が可能です将学金申請前に、生活保護の担当職員等へ十分にご相談ください

A4

★住所について

Q5 自宅外通学を予定していますが、住民票の住所を変更しなけれぱいけませんか?

当財団は、住民票の強制的な変更までは求めていません学校側が実熊を把握し、生徒が実
際に父母等が住んでいる自宅以外から通学していれば「自宅外通学」の申請をすることができ
ますので、願書等にっいては、実際に本人が住んでいる現住所を記入して下さい。財団で書類
を審査後、「自宅外通学」と認められれば、自宅外通学の貸与月額が貸与できます。

A5

Q6 父母は、必ず沖縄県内に住民登録している必要がありますか?

高校育英貸与奨学金と修学支援奨学金の応募者は、少なくとも父又は母のどちらか一方だけA6

でも、必、ず沖縄県で住民登録している必要があります。なお、生徒本人が県外へ進学しても差
し支えありません。ただし、父母が県内へ居住していても、沖縄県で住民登録してぃない場合
は応募ができません。高等学校奨学金の応募者は本人が沖縄県で住民登録してぃる必要があり
ます。



★保:者について

Q7 母は専業主婦ですが、連帯保証人になれますか?
A7 連帯保証人については、父又は母のどちらでもなることができますただし、貸与終了後の

返還を考えると、仕事に就いている人が連帯保証人として望ましいです。

生徒を扶している者が連帯保証人になるのですか?合Q8 父母がいない 、

8 父母がいない場合は、以下の者だけが連帯保証人になることができます

1 応募者が未成年者の場合
(1)成年者のきょうだい

(2)未成年後見人(家庭裁判所で認定された者)

2 応募者が成年者の場合

(D 成年者のきょうだい

(2)(Dがいない場合は、成年者で申込時の貸与終了予定月において65歳以下の有職者

★所得に関する証明について

Q9 令和5年以降に就職(転職)したのですが、市町村発行の所得証明
ぜ他の給与証明も追加で提出しないといけないのですか?

所得証明書は過去1年間の所得が記載されていますが、その1年の間に仕事が変わった場合、A9

新しい仕事における正確な年収が算出できません。そのための補足資料として新しい職場から

発行してもらった給与証明書(源泉徴収票、年収見込証明書、月収証明書)のいずれかが追加

で必要になります

QI0 市町村が発行する所得証明
それを提出してもいいですか?

源泉徴収票等だけでは判らない副収入(不動産所得、農業所得、雑所得等)の有無を確認A I 0

するためにも、必ず市町村が発行する所得証明書の提出をお願いしますまた、証明等は、

原本を提出してください。

★長期療について

Q11 家族が長期していますが、病院の領収で所得を控除してもらえますか?

所得の控除を希望される場合には、証明書類を提出してください。長期療養の証明をするA 1 1

ためには、「入院、通院証明書」又は「診断書」信B載内容:療養期間及び通院頻度)を記

載してもらってください)の原本が必要です。また直近6か月分の領収書の写しも提出して

ください。

ではなく、源泉徴収票等が手元にあるので、代わりに

★振込口座について

Q12 奨学金を振り込むための銀行口座は、県内又は県外のどちらで開設しても大丈夫で
すか?

口座開設は県内外を問いませんが、生徒名義の普通預金口座絲念合口座を含む)を用意しA 1 2

てください。ただしネットバンク、インターネット支店及び外国銀行は使用できません

だけではなく、な



★採用後について

Q13 連帯保証人(父又は母)以外で必要な人はいますか?

A13 奨学生として採用されたら、連帯保証人のほかに「証人(本人かつ連帯二人と別生計を
立てている父母以外の(離婚後の実父母も不可)の成年で、申込時の与終了予定月におい

て65 以下の職が必要になりますので、応募の際には事前に見通しを立てておいてくだ

さい

【問い合わせ先】

公益財団法人沖縄県国、交流・人材育成財団奨学課

〒901-2221

沖縄県宜野湾市伊佐3丁目4-1第5タテルマンビル3階
TEL 098(942)9213

FAX 098(942)9220

アクセス◇市営伊佐住宅前バスから徒歩5分
◇国道58号線伊佐川バスから徒歩5分

☆ お問い合わせは、財団又は在学学校にお願いします。
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貸与月額と返還例(1年生の時から貸与を受け、満期終了後に返還する合)

種別

2年制

貸与月額

自宅

自宅外

自宅

自宅外

自宅

自宅外

自宅

自宅外

自宅

自宅外 35,000

自宅 30.000

自宅外 35,000

修学支援奨学金

3年制

円

18,000

23,000

18.000

23000

18.000

23,000

30,000

35,000

30000

5年制

貸与月数

2年制

貸与総額

返還開始

3年制

返'についての留

円

432.000

552.000

648,000

828,000

1,080.000

1,380.000

720.000

840,000

1.080.000

1,260,000

1,800.000

2.100,000

220000

24

5年制

返還総額

36

36

円

432,000

552000

648.000

828.000

1 08000060

返還開始について

山奨学金嗣額制)は奨学金与終了月の翌月から起
上記の割賦金額で返還開始となります。

返還回数

60

24

回(年)

144 (12

144 12

24

q列)

36

割賦金額

36

1,380,000

720000

840,000

1,080,000

1.260,000

1,800.000

2,100.000

220.000

項

144 12

60

円

3000

144 12

144(12)

144(12)

144 (12)

144 12

最終

割賦金額

円

3000

3,881

4500

5.750

7500

60

与開始

(1年生)

(2)修学支援奨学金は、与を受けた月の
上記の割賦金額で返還開始となります

3,833

4500

R7

5.750

フ,500

9583

(例)

144 12

144 12

5,000

5β33

フ,500

8750

144 12

144 (12)

144 (12)

9.631

5000

5,881

7500

8,750

12500

14.631

1 639

※原則144回以内で返還と

了することも可能です

R7

41

12500

2 返還を怠った場合、貸与総額の一括請求を行う場合があります。

3 奨学生であった者及び連帯保証人(父母等)が返還を怠った場合、保証人(第三者)へ返還請
求を行います。

4 滞納した期間に応じて、延滞金を加算します。

5 返還請求にもかかわらず支払いがない場合、法的措置により返還金を回収します。

6 奨学金の返還には預金口座振替制度に加入して頂きます。口座振替には別途、振替事務手数料

(1回につき 110円令和7年4月現在)が発生し、返還者の負担となります。又、振替事務手数
料は将来において法定の消費税率又は金融機関の手数料が変更された場合、増減します。

7 残高不足により請求額を引き落とせなかったときは、翌月の振替日に当月分と滞納分を合わ

せて引き落とします。その際、振替事務手数についても、翌月の振替日に当月分と滞納分を合
わせて引き落とします

14,583

1 527

RI0

貸与開始

a年生)

R8

別31

与終了

(3年生)

して6ケ月を経過した後、

貸与終了

(1年生)

R8

10月

RI0

する年度末の翌月から起して6ケ月経過した後、

返還開始

(2年生在学)

なりますが、繰り上げ返還や割賦金額の増額により早めに返還終

国
・
公
立

高
等
学
校

私
立

専
修
学
校
高
等
課
程
等

円
N


